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新型コロナウイルス感染症に係る部活動の対応について（通知） 

 

 

   新型コロナウイルス感染症に係る部活動の対応について、学校における地域の感染

レベルが「レベル１」から「レベル２」への引き上げられたことにともない、部活動における

対応は下記のとおりとします。 

   この措置は、夏季休業に入ることを踏まえ、健康医療福祉部の意見を参考に下線部

を追加したものです。 

   各校においては、部活動顧問だけに委ねることなく、学校全体として感染対策に取り

組むことが必要です。同一部活動内で感染が広がっている場合については、感染拡大

局面時の対応とするなど、感染状況や実態に応じて適切に対応してください。 

  なお、感染状況により変更する場合は追って通知します。 
 

                    記 

レベル レベル１ レベル２ 

活動 令和４年７月１３日（水）まで 令和４年 7 月 14 日（木）～当面の間 

活 

動 

内 

容 

〇可能な限り感染症対策を行った上

で、県内外の対外試合・合同練習・発

表会等は可とする。 

 

 

〇可能な限り感染症対策を行った上で、

県内外の対外試合・合同練習・発表会等

は可とする。 

 

ただし、レベル２への引き上げに伴い、活

動実施地域の感染状況や都道府県など

の対応、受け入れ先の意向、参加人数、

移動方法、活動中に感染者が確認され

た場合の対応などを十分検討のうえ、感

染防止対策を徹底して実施する。 

 

宿泊先については、感染防止対策が確

認される施設とする。 

 

 

 

 
【担当】 

学校体育係   富永・森  TEL：077-528-462７ 

N
〇写し


